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損害防止サーキュラー No.05-07 
 
SECA―北海及び英国海峡 
 
このサーキュラーは北海及び英国海峡のSECAに関する一般的な必要事項を船舶運航者に再確認して頂く目的で提

供しています。 用船契約及びバンカー売買契約を含む詳細は2007年8月に発行するGard News 187 August/October 
に掲載されています。 
 
北海でのSECAが2006年11月21日より発効し12ヵ月後の2007年11月22日より完全に施行されることになります。 
Marpol 73/78のAnnex Ⅵは船舶の排気の硫黄酸化物 (SOx)及び窒素酸化物 (NOx) 
の含有量を制限し、オゾン層を消滅させる物質の意図的な排出を禁止しています。 
 
SECAに入域する船舶は入域前に低硫黄燃料 (LSFO) に切り替えねばなりません。 
規則は船舶に入域前に十分な時間を持って燃料油システムが1.5％以上の硫黄を含む燃料を完全に洗い出すように

要求しています。 
 
船舶用燃料油の硫黄含有量について取扱うThe EU Directive 2005/33/EC （欧州連合指示書2005/33/EC）はAnnex 
Ⅵの完全施行に先駆けて発効し、北海SECAに適用されるでしょう。 
このEUのFuel Sulphurの規則は2007年8月11日に北海及び英国海峡SECA 
において発効しますが、規則は船舶がおよそ1.5％硫黄分以下の燃料油を使用するように求めています。 
この制限はEUの港より定期的に運航されている旅客船にも適用します。 
硫黄含有量の制限はこの日付よりすべてのEU加盟国の港のPort State 
Controlによってすべての船籍の船舶に対し発効されます。 
 
Marpol Annex Ⅵは又、400GT以上の船舶で条約批准国への航海に従事し、 
あるいは批准国の船籍国旗を掲げる船舶は、船籍国が発行したInternational Air Pollution Prevention 
Certificate（国際大気汚染防止証書）を本船上に備えておくことを要求しています。 
各船籍国や港湾当局が規則への対応を監視するため、Marpol Annex 
Ⅵは、サンプルと燃料の硫黄含有量を記載した燃料受渡し記録を本船上に所持しておくことを要求しています。 
 
Marpol Annex Ⅵの規則に対応するについてはいくつかのハードルがあります。 
運航者に対して向けられる重要な問題の一つは適切な切り替え手順の必要性とその手順通りに実施することの重要

性です。 
たとえ規制範囲内の燃料を積載していても、タイミングを失したり、不適切な切り替え実行が結果としてSECA規則違

反となるでしょう。 
 
船上の燃料がMarpol の要求に合致していない場合、Port StateやFlag State 
Authorityは遅延や付帯費用の原因となる航路変更、再補油及び燃料油の取替えを要求するかもしれません。 
 
又、Marpol 違反は船舶に対する罰金という結果をもたらすでしょう。 
今のところ、制裁は伝えるところによれば軽いようですが、Annex Ⅵの発行はAnnex 
Ⅰに続いており、もし海運産業が新規則への対応に緩慢であるなら、厳しい制裁が課せられるでしょう。 
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